
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案要綱 

 

第１ 災害対策基本法の一部改正（第八条関係） 

１ 災害対策の基本理念として、次の内容を追加する。 

（１）災害に備えるための措置の改善を図る際、災害が国民の安全、国民生活及び国

民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価を踏まえ

ること。 

（２）被災者を援護する際、全ての被災者がその被災地にかかわらず、できる限り、

良好な生活環境をあまねく享受できるようにすること。 

２ 中央防災会議の所掌事務として、防災に関する施策について必要な関係行政機関相

互の調整をすることを追加する。 

３ 特定災害又は非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害の復旧及び災

害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣

議にかけて、臨時に防災庁に、特定災害復旧復興本部又は非常災害復旧復興本部を設

置することができるものとするほか、これらの本部の組織及び所掌事務並びに本部長

の権限について定める。 

４ その他所要の改正を行う。 

 

第２ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正（第二十

条関係） 

１ 中央防災会議は、防災基本計画の修正、災害が国民の安全、国民生活及び国民経済

に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価の結果又は人口動態

の変化、技術の進展その他の情勢の推移により必要が生じたときは、南海トラフ地震

防災対策推進基本計画を変更しなければならないものとする。 

２ 国は、指定公共機関、地方防災会議等に対し、南海トラフ地震防災対策推進計画の

策定及び円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うもの

とする。 

３ その他所要の改正を行う。 

 

第３ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

の一部改正（第二十五条関係） 

１ 中央防災会議は、防災基本計画の修正、災害が国民の安全、国民生活及び国民経済

に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価の結果又は人口動態

の変化、技術の進展その他の情勢の推移により必要が生じたときは、日本海溝・千島

海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画を変更しなければならないものとする。 

２ 国は、指定公共機関、地方防災会議等に対し、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

防災対策推進計画の策定及び円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その

他の援助を行うものとする。 

３ その他所要の改正を行う。 

 

第４ 大規模災害からの復興に関する法律の一部改正（第三十三条関係） 



１ 復興対策本部が所掌事務として行う総合調整の対象に、指定公共機関及び指定地方

公共機関が実施する特定大規模災害からの復興のための施策を追加する。 

２ 復興対策本部長は、当該本部の所管区域における特定大規模災害からの復興を的確

かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方

行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共

機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、

意見の表明その他必要な協力を求めることができるものとする。 

３ その他所要の改正を行う。 

 

第５ 防災庁設置法の施行に伴い、次の関係法律の規定の整備を行う。（第一条～第七条、

第九条～第十九条、第二十一条～第二十四条、第二十六条～第三十二条、第三十四条

～第四十五条、附則第九条、第十条関係） 

１ 財政法（昭和二十二年法律第三十四号） 

２ 国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号） 

３ 国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十七号） 

４ 旅券法（昭和二十六年法律第二百六十七号） 

５ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号） 

６ 災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号） 

７ 活動火山対策特別措置法（昭和四十八年法律第六十一号） 

８ 災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和四十八年法律第八十二号） 

９ 被災者生活再建支援法（平成十年法律第六十六号） 

10 国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号） 

11 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律（昭和二十二

年法律第百九十四号） 

12 地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号） 

13 行政相談委員法（昭和四十一年法律第九十九号） 

14 行政機関の職員の定員に関する法律（昭和四十四年法律第三十三号） 

15 多極分散型国土形成促進法（昭和六十三年法律第八十三号） 

16 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

（平成十一年法律第六十号） 

17 公益通報者保護法（平成十六年法律第百二十二号） 

18 原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号） 

19 消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号） 

20 環境基本法（平成五年法律第九十一号） 

21 高齢社会対策基本法（平成七年法律第百二十九号） 

22 交通安全対策基本法（昭和四十五年法律第百十号） 

23 大規模地震対策特別措置法（昭和五十三年法律第七十三号） 

24 国際緊急援助隊の派遣に関する法律（昭和六十二年法律第九十三号） 

25 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（平成四年法律第七十九号） 

26 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平

成八年法律第八十五号） 



27 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成九年法

律第六十五号） 

28 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号） 

29 環境影響評価法（平成九年法律第八十一号） 

30 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号） 

31 原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号） 

32 行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成十三年法律第八十六号） 

33 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号） 

34 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平

成十六年法律第百四十九号） 

35 構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号） 

36 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成十八年法律第百十六号） 

37 総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号） 

38 産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号） 

39 国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号） 

40 個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号） 

41 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の

安全の確保に関する法律（平成十五年法律第七十九号） 

42 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成十八年法律第五十一号） 

43 公文書等の管理に関する法律（平成二十一年法律第六十六号） 

44 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成二十三年法律第百十三号） 

45 東日本大震災復興特別区域法（平成二十三年法律第百二十二号） 

46 津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号） 

47 福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号） 

48 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号） 

49 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号） 

50 首都直下地震対策特別措置法（平成二十五年法律第八十八号） 

51 特定秘密の保護に関する法律（平成二十五年法律第百八号） 

52 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律（令和四年法律

第三十九号） 

53 官報の発行に関する法律（令和五年法律第八十五号） 

54 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律（令和六年法律第二十七号） 

55 食料供給困難事態対策法（令和六年法律第六十一号） 

56 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号） 

57 デジタル庁設置法（令和三年法律第三十六号） 

58 復興庁設置法（平成二十三年法律第百二十五号） 

59 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号） 

60 総務省設置法（平成十一年法律第九十一号） 

61 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭和五十五

年法律第三十六号） 

62 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律（平成二十



年法律第八十号） 

63 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律（平成二十八年法律第七十三号） 

64 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第

百十二号） 

 

第６ この法律は、一部の規定を除き、防災庁設置法の施行の日から施行するほか、この

法律の施行に関し必要な経過措置を定める。（附則第一条～第八条関係） 

 

 


